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管内 自社内切替実績 
[単位：万件] 

率 ※ 
【単位：％】 

北海道 ０．２  ０．１ 

東北 １．２  ０．２ 

東京 ６１．１  ２．７ 

中部 ８８．８  １１．７ 

北陸 ０．７  ０．６ 

関西 １４．２  １．４ 

中国 ２４．５  ７．０ 

四国 ０．８  ０．４ 

九州 ８．１  １．３ 

沖縄 ０．１  ０．１ 

全国 １９９．７ ３．２ 

新規自由化分野（低圧）の競争状況 

  昨年10月末時点での新電力への契約先の切替え（スイッチング）実績は約2.9％（約181万件※ ）、大手
電力（旧一般電気事業者）の自社内の契約の切替件数（規制→自由）は約3.2％ （約200万件）で
あり、合わせて約6.1％（約381万件）となっている。 

   ※広域機関のスイッチングシステムを通じた12月末時点での新電力への切替申込件数は約257.4万件（全体の約4.1％）   
 スイッチング率を地域別に見ると、東電管内（4.6％）が最も高く、次いで関西（3.7％）となっている。スイッ

チング率が低いのは、中国（0.1％）や北陸（0.5％）となっている。 

＜地域別のスイッチング（他社切替）件数：１０月末＞ 

管内 他社切替実績 
【単位：万件】 

率 ※ 
【単位：％】 

北海道 ９．１  ３．３ 

東北 ５．４  １．０ 

東京 １０６．２  ４．６ 

中部 １３．５  １．８ 

北陸 ０．６  ０．５ 

関西 ３７．１  ３．７ 

中国 ０．４  ０．１ 

四国 １．１  ０．６ 

九州 ７．７  １．２ 

沖縄 － － 

全国 １８１．１ ２．９ 

※ 2015年度の一般家庭等の通常の契約口数（約6,253万件）を用いて試算 

＜地域別の自社内契約切替件数：１０月末＞ 

（出所）電力･ガス取引監視等委員会 電力取引報（2016年10月実績） 2 



新電力のシェアの推移   
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 2000年の部分自由化以降、10年以上にわたり、特別高圧・高圧分野（大口需要家向け）にお
ける新電力のシェアは２～３％程度にとどまっていたが、2014年度から大きく上昇し、昨年８月以
降は10％を超えている。 

 昨年４月に自由化された低圧分野の新電力のシェアは約３％となっており、既自由化分野と合わ
せた全体に占める割合は約８％となっている。 

      ※登録を受けた小売電気事業者は373件(2017年2月8日時点)。 

全面自由化 

（出所）電力調査統計   シェアは販売電力量ベース（自家消費、特定供給を除く）  

（％） 新電力のシェアの推移 
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（参考）都道府県別の参入者数 
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 大手電力(旧一般電気事事業者)の供給エリアごとに比較すると、同一エリア内で都府
県別の参入者数のバラツキはさほどなく、新規参入者はエリア単位で参入を判断してい
る傾向にあることが窺える。 

（出所）資源エネルギー庁 電力調査統計（2016年10月実績） 

注）大手電力(旧一般電気事業者)の供給区域となる都道府県に参入している他の大手電力(旧一般電気事業者)は新電力に含む 
   大手電力(旧一般電気事業者)の100％子会社は、大手電力(旧一般電気事業者)の供給区域となる都道府県においては新電力に含まない 
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 特別高圧・高圧分野においては、大手電力(旧一般電気事業者)の販売単価が新電力の販売単
価と比較して１～２割低く、特に特別高圧分野において、その傾向が顕著である。 

 一方、低圧分野においては、新電力の販売単価の方が大手電力(旧一般電気事業者)の販売単
価に比べて若干低くなっている。 

（出所）電力・ガス取引監視等委員会電力取引報（2016年9月実績） 5 
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2017年1月第15回制度設計専門会合 
事務局提出資料（一部修正） 

※ただし、負荷率の差異等の理由から、kWh単価の単純な比較はできない。 

注） 大手電力(旧一般電気事業者)の100％子会社を含む。 
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新電力の供給需要家の属性 
 2014年度の公的機関等による電力購入入札(約1,100件)における負荷率と平均単価を、落札者(新電

力と大手電力(旧一般電気事業者))別にプロットしたところ、新電力は負荷率が低い需要を、大手電力(旧
一般電気事業者)は負荷率が高い需要を落札している傾向にあった。 

 負荷率は20%から70%の間では、新電力と大手電力(旧一般電気事業者)の落札が混在しているが、負荷
率が低いと新電力の比率が高くなっている。 
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大手電力中心 

（出所）電気新聞より資源エネルギー庁 作成 

2016年10月電力システム改革貫徹のための政策小委員会 
第1回市場整備ワーキンググループ事務局提出資料（一部修正） 

※平均単価は、落札金額を使用予定電力量で割り戻した単価。 
※新電力落札割合は、負荷率10%毎の電力入札数に対して新電力が落札した割合を示す。 

新電力落札 大手電力（旧一般電気
事業者）落札 

新電力落札割合 新電力中心 
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小売電気事業者の電力供給力の構成 
 新電力が獲得する需要は、負荷率が低く、平均単価が高い需要が中心となっている。こ

れは、一般に、新電力はベースロード電源（一般水力・石炭・原子力）を十分に有し
ていないためと考えられる。 

約1,200万kW 約3,700万kW 約4,700万kW 約2.7億kW 約3.0億kW 約3.2億kW 

（出所）各社供給計画（2025年見通し）より資源エネルギー庁作成 
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一般水力 石炭 原子力 揚水 ＬＮＧ 
石油 ＬＰＧ その他ガス 歴青質混合物 風力 
太陽光 地熱 バイオマス 廃棄物 その他 

大手電力 
（旧一般電気事業者） 

新電力 

計4.6% 

計31.9% 

2016年10月電力システム改革貫徹のための政策小委員会 
第1回市場整備ワーキンググループ事務局提出資料（一部修正） 



新電力の電源調達状況 

8 
（出所）資源エネルギー庁 電力調査統計（2016年9月実績） 

 新電力の電源調達状況を供給実績の規模別に比較すると、いずれも他社調達が過半
を占めるが、大規模及び中規模の新電力では自社電源保有比率が相対的に高い。 

 また、中規模の新電力が最も市場調達の依存度が高い。 

自社発電 
9% 卸電力 

取引所 
17% 

他社調達 
74% 

供給実績 
1億kWh以上 

(19者) 

自社発電 
10% 

卸電力 
取引所 
30% 他社調達 

60% 

供給実績 
1千万kWh以上 
1億kWh未満 

(49者) 

自社発電 
3% 卸電力 

取引所 
23% 

他社調達 
74% 

供給実績 
1千万kWh未満 

(180者) 

小規模事業者 

※9月末時点での登録数は348者、うち実績あり事業者は248者 

大規模事業者 中規模事業者 



（単位：１０３ｋWh）

北海道区域 東北区域 東京区域 中部区域 北陸区域 関西区域 中国区域 四国区域 九州区域 沖縄区域 合　計

特別高圧 6,311 743 12,572 5,135 0 23,071 0 0 0 0 47,832

高圧 19,315 16,202 78,964 22,979 0 67,991 624 0 0 0 206,075

低圧 0 0 1,234 5,967 0 18,686 0 0 0 0 25,887

合　計 25,626 16,945 92,770 34,081 0 109,748 624 0 0 0 279,794

大手電力（旧一般電気事業者）による域外進出の状況 
 自らの供給区域外における大手電力(旧一般電気事業者) ※の販売電力量(10月実績)は、各

社合計約2.8億kWh(新電力の販売電力量の5％程度)であり、特に関西及び東京電力管内で
多くなっている。 ※大手電力(旧一般電気事業者)の100％子会社を含む。 

 契約件数でみると、低圧における域外大手電力(旧一般電気事業者)の契約件数は漸増（東
京・中部・関西電力管内のみ）している一方、特高・高圧は夏ごろまでは中3社を中心に緩やかに
増加し、その後は横ばいで推移。 

域外における大手電力(旧一般電気事業者)の販売電力量（10月実績） 

9 （出所）電力･ガス取引監視等委員会 電力取引報（2016年10月実績）  
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取引所取引量の推移 
 大手電力(旧一般電気事業者)各社の自主的取組※の改善の効果に加え、新電力の買い入札

量の増加により、取引所取引量は昨年と比べて大きく増加。 
  ※①卸電力取引所で余剰電力の売り入札を行うこと、②電源開発株式会社と契約している電源の切出しを行うこと等。 

 2016年の取引量は、2005年の市場開設以来、初めて200億kWhを突破。販売電力量全体
に占める直近の割合は、約3％となっている。 

11 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

約
定
量
（
万

kW
h/
日
）

 

スポット市場 約定量の推移 
約定量 約定量（7日移動平均） 

昨年同期間対比 
1.3倍 

昨年同期間対比 
1.4倍 

小売全面自由化 

第8回制度設計専門会合 
自主的取組改善表明 
（6月17日） 

2016年11月第13回制度設計専門会合 
事務局提出資料 



取引所価格の推移 
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昨年４月以降、卸電力取引所におけるシステムプライス※は、平均7～8円台と比較的
安値で推移している。 
 

一方、北海道、東北・東京では断続的に市場分断※が発生し、エリアプライス※は相対
的に高値状態が続いている。 

北海道エリアプライス： 
11.81円/kWh 
(7日移動平均10月31時点） 

東北・東京エリアプライス： 
7.82円/kWh 
(7日移動平均10月31日時点） 
システムプライス： 
7.54円/kWh 
(7日移動平均10月31日時点） 

2016年11月第13回制度設計専門会合 
事務局提出資料 

※システムプライス：日本全国の売り入札と買い入札から計算される約定価格 

※市場分断：連系線に流すことができる電気の量の制約により、市場を分けて計算する必要がある状態 
※エリアプライス：市場分断の結果、地域を分けて計算することで算出される、地域ごとの約定価格 



 現在、電源の大宗は大手電力(旧一般電気事業者)が保有し、それら電源のうち、大手電力(旧一般電
気事業者)の小売部門や常時バックアップを含む相対契約によって供給された後の余剰電源が取引所取
引に用いられているため、卸電力取引所を経由する取引の割合は依然として低い。 

 こうした状況を打破し、価格指標性や市場の透明性を向上させるため、本年４月以降、大手電力(旧一
般電気事業者)は、システム改修等の準備が整い次第、発電部門と小売部門の取引の一部を取引所経
由で行うこととなった（グロスビディング）。具体的には、１年程度で販売電力量の10%程度の売り入札
量を目指し、その後も取引量を拡大していくこととしている（数年内に20～30%程度）。 

13 ※電源保有シェアは電力調査統計等を基に電力・ガス取引監視等委員会事務局が作成。小売シェアは2016年8月時点。 

我が国における電源及び小売のシェア 
発電（電源） 小売 

卸電力取引所 

大手電力(旧一般電気事業者) 
：93.8% 

新電力等：6.2% 

我が国の電源保有シェア 我が国の小売シェア 

新電力等：7.9% 

大手電力(旧一般電気事業者) 
：92.1% 大手電力（旧一般電気事業者）は、社内

取引の一部を取引所経由で行う（数年内
に販売電力量の20～30％分を売り入札） 

（参考）グロスビディングの取組について 
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 ２．卸電力取引所の取引状況 
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調整力の公募調達の実施 
昨年４月の小売全面自由化以降、事業別ライセンス制の導入に伴い、一般送配電事

業者が供給区域内の周波数制御及び需給バランス調整を行うこととなっており、そのため
に必要な調整力の調達は、原則として公募によることとされている。  

 このため、一般送配電事業者は、昨年10月以降、「一般送配電事業者が行う調整力
の公募調達に係る考え方」に沿って、初めて調整力の公募を実施した。 

旧一般電気事業者 

自社電源 
Ａ 

自社電源 
Ｂ 

自社電源 
Ｃ 

自社電源を供給力・調整力の 
区別無く、一体的に運用 

一般送配電事業者 

指令 

旧一電 
電源 
Ａ 

旧一電 
電源 
Ｂ 

旧一電 
電源 
Ｃ 

新電力 
電源 
Ｄ 

… ﾈｶﾞﾜｯﾄ 
Ｎ 

公募により調達した電源等を調整力として活用 

調整力の必要量や価格が適切
か、経済合理的な運用が行わ
れているか、といった観点か
ら、経産省が事後的に検証。 

公募 
原則として容量(kW) 
価格の低い順に落札 

指令 
原則としてその時点
の電力量（kWh）価
格の低い順に指令 

＜小売全面自由化前＞ ＜小売全面自由化後（昨年４月～）＞ 



調整力の公募結果 
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周波数調整やインバランス供給等、偶発的な需給変動への対応に必要な調整力電源
等（電源Ⅰ-a及びⅠ-b）については、短時間に対応できるものでなければならないこと
等から、すべて旧一般電気事業者の落札となった。 

一方で、稀頻度リスクへの対応に必要な電源（電源Ⅰ‘）については、比較的条件が緩
やかであることもあり、旧一般電気事業者以外の事業者からも募集量の3割程度の応札
があった。 

中でも、ディマンドリスポンス（ＤＲ）を活用した応札は、電源Ⅰ’の募集量合計132.7
万kWに対して合計111.2万kWあり、そのうち合計95.8万kW（総額約3,593百万
円）が落札となった。これは、国内でＤＲが競争入札を通じて取り引きされた初めての例
であり、その結果、電源以外の調整力が、一般送配電事業者において初めて用いられる
こととなった。 

 なお、今年度の調整力公募に際しての議論では、調整力の要件（量、質）や他エリアか
らの応札等については十分な結論に至る検討が出来ておらず、需給調整市場（リアルタイ
ム市場）の創設も視野に入れた今後の検討に際しては、これらの検討が引き続き必要。 



今後の役割分担 

17 

資源エネルギー庁 
～全体制度設計～ 

電力広域的運営推進機関 
～技術的検討～ 

電力・ガス取引監視等委員会 
～市場ルールの整備～ 

 需給調整市場（リアルタイム市場）の設計 
 ＤＲ（ディマンドリスポンス）の推進 等 

 コスト合理化の観点からの調整力の広
域調達の在り方 

 価格情報のより詳細かつタイムリーな
公表の在り方 等 

 広域的な調整力運用も視野に入れた
必要な調整力の量・質等条件の検討 

 安定供給との両立の在り方 等 

 2020年度の需給調整市場（リアルタイム市場）の創設に向けて、調整力公募の評
価も踏まえながら、資源エネルギー庁・電力広域的運営推進機関・電力ガス取引監視
等委員会において、一体的に検討を進める。 

＜検討の枠組み＞ 



（参考）調整力の公募結果 
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電源 
Ⅰ－a 

募集容量 
応札容量 
落札容量 
平均価格 

電源 
Ⅰ－b※１ 

募集容量 
応札容量 
落札容量 
平均価格 

電源 
Ⅰ’※２ 

募集容量 
応札容量 
落札容量 
平均価格 

容量：万kW 
価格：円/ｋＷ 

  1022.8（全国計） 
1048.3（全国計） 
1025.8（全国計） 

9,260（中部）～27,878（沖縄） 

113.2（全国計） 
114.0（全国計） 

5,165（中部）～18,317（北陸） 

132.7（全国計） 
165.4（全国計） 
132.0（全国計） 

782（東北）～8,176（九州） 

※１ 北海道、東北、中国、九州は募集なし 

※２ 北海道、北陸、中国、四国、沖縄は募集なし。なお、電力会社によって条件(提供期間)が異なる。 
 

    電源Ⅰ‘のうち、DRは東京、中部、関西、九州の4社で計95.8万kW。 
    平均価格は1,196円（中部）～5,250円（九州）。 

110.5（全国計） 

※2017年1月第69回電力・ガス取引監視等委員会事務局提出資料より作成 



（参考）調整力の区分ごとの要件について 
調整力としての目的に応じて各一般送配電事業者が設定した電源等（Ⅰ-a、Ⅰ-b、

Ⅰ’）の主な要件は以下のとおり。 
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電源Ⅰ-a 電源Ⅰ-b 電源Ⅰ’ 
オンライン指令対応 必要 必要 原則必要※１ 

周波数調整機能 必要 不要 不要 

応動時間 ５分以内 １５分以内～ 
３０分以内 

３時間以内 

継続時間※２ ７時間～ 
１１時間 

７時間～ 
１６時間 

２時間～ 
４時間 

最低容量※３ ０．５万kW～ 
１．５万kW 

０．５万kW～ 
２．９万kW 

０．１万kW以上 

提供期間※４ 通年 
（平成２９年４月１日～
平成３０年３月３１日） 

同左 ・通年 
・夏季（７月～９月） 

※１ オフライン電源等については、実務上対応が可能な範囲で各社募集（５件～１０件）。 
※２ 記載の継続時間に満たない場合でも応札は可能であり、その場合は価格評価に反映。 
※３ DRの場合、需要家単位ではなくアグリゲーター単位での容量で判定。 
※４ 各社ごとに年間の稼働停止可能日数を設定。また電源Ⅰ‘については、発動回数の設定あり。 

2017年1月 
第69回電力・ガス取引監視等委員会 

事務局提出資料 



 １．電力小売全面自由化の進捗状況 
 ２．卸電力取引所の取引状況 
 ３．調整力の公募調達について（結果報告） 
 ４．その他 



昨年後半以降の主な不具合等の状況 
 昨年後半以降、システム障害等により発生した主な不具合等の状況は以下のとおりとなって

おり、送配電部門及び小売部門において、大規模な不具合等が生じている。 
件名 

（発生日時） 不具合等の概要 

中部電力（送配電部門）の 
インバランス誤算定 

（2016年4～10月） 

・昨年４月から10月までの７か月間、インバランス精算に用いる単価の算定に不可欠な域内のイ
ンバランス量を誤算定。原因は、インバランス算定システムのプログラムの誤り。 
・見直しによりインバランス量が累計で約5.6億kWh減少する一方、単価はこれまでに比べて上昇
する見込み。（誤算定は解消済）【資料４参照】 

北海道電力（送配電部門）
のインバランス誤算定 
（2016年4～11月） 

・昨年４月から11月まで8か月間、中部電力と同様インバランス量を誤算定。原因は、中部電力
と同様インバランス算定システムのプログラムの誤り。 
・見直しによりインバランス量が累計で約3.6億kWh減少する一方、単価はこれまでに比べて上昇
する見込み。（誤算定は解消済）【資料４参照】 

中部電力（小売部門）の 
需要計画の提出誤り 

（2016年11月） 

・昨年11月、需要計画の提出を誤り、本来提出すべき計画値より大幅に低い数値としたため、多
大な不足インバランスが発生。その影響が全国に波及することが見込まれたため、例外的な措置と
して、インバランス精算単価の算定において、誤りを是正した上でインバランス精算単価を算定する
こととされた。（解決済み）【資料４参照】 

東京電力パワーグリッド（送配
電部門）の託送料金誤請求 
（2016年4月～2017年1月） 

・昨年４月からこれまで、低圧契約の需要家分の入居・転居等に伴う契約内容の変更
等について、システムへの反映処理遅れ等により、契約先の小売電気事業者に対して
不適切な託送料金を請求（約3,100件）。 
・これまでに、過大請求が合計約900万円、過小請求が合計約50万円発生。（ほぼ解
消、今後精算予定） 

中部電力（小売部門）の 
電気料金誤請求等 

（2017年1月） 

・2017年1月より運用開始した電気料金に関わるシステムの不具合により、振込用紙の重複送付
（約7,500件）や請求書の電気使用量の表示誤り（約5,800件）等が連続して発生。 
・1/24日時点で、二重送付が原因の重複入金が約150万円発生。（一部継続中、２月解消予定） 21 
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